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三原運動公園ネーミングライツパートナー募集要項 

 
　　三原市では、三原運動公園の長期的、継続的な運営基盤を確立するための財源を確保するとと

もに、企業等の地域貢献の促進と市民に親しまれる愛称を命名するため、ネーミングライツパー

トナーを募集します。 

 

１　施設概要 

(1) 対象施設 

三原運動公園及び公園内各施設 

※愛称については、三原運動公園全体及び各施設に同一の愛称を使用するものとします。 

(2) 所在地 

　　　三原市沼田東町釜山 10253 番地１ 

(3) 三原運動公園内施設概要 

○三原市陸上競技場 

・グラウンド面積　18,622 ㎡ 

・トラック　1周 400ｍ×8コース 

・メインスタンド　1,447 席 

・令和 5年度利用実績　223 件　22,834 人　 

○三原市民球場 

・敷地面積　15,756 ㎡ 

・グラウンド　両翼 93ｍ　中央 120ｍ 

・メインスタンド　700 ㎡（収容人員　1,980 人） 

・内野スタンド　580 ㎡（収容人員　1,350 人） 

・外野芝生スタンド　1,442 ㎡（収容人員　2,560 人） 

・スコアボード　フルカラーＬＥＤ表示 

・令和 5年度利用実績　282 件　16,958 人 

○スポーツ広場 

・グラウンド面積　6,210 ㎡ 

・令和 5年度利用実績　210 件　12,996 人 

○テニス場 

・全天候型人工芝コート　10 面 

・照明灯　10 基 

・観客席　1,438 席 

・令和 5年度利用実績　13,255 件　27,673 人 

○多目的広場 

・敷地面積　9,500 ㎡ 

・ジョギングコース　550ｍ 

・令和 5年度利用実績　166 件　6,650 人 
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○スケートパーク三原 

・令和 5年度利用実績　1,771 人  

 

２　募集条件 

(1) 応募資格 

ア　法人であること。 

イ　三原市広告掲載取扱要綱（平成 20 年三原市要綱第 4号。以下「要綱」という。）第 4条及

び三原市広告掲載取扱要綱に係る運用基準（平成 20 年制定）に該当しないこと。 

ウ　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4第 1項及び第 2項各号に規定す

る者に該当しないこと。 

エ　会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てを行っていない者であること。 

オ　三原市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 4 号）第 2条第 1 号に規定する暴力団若しくは

その利益となる活動を行う者でないこと又は法人の役員若しくは支配人（非常勤を含む。）が

同条第 2号に規定する暴力団員若しくは同条第 3号に規定する暴力団員等でないこと。 

カ　この募集の日から決定の日までのいずれの日においても、市から指名除外又は指名留保の

措置の期間中でない者であること。 

キ　本市に納付すべき市税並びに国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であ

ること。 

(2) ネーミングライツ使用期間 

令和 7年 4月 1日から 3年以上 5年以下で、1年単位とする。 

(3) ネーミングライツ料（希望金額） 

1 年につき 50 万円（税別）以上とする。 

(4) 愛称の条件 

三原運動公園全体及び各施設とも同一の愛称とします。愛称をひとつ提案してください。 

ア　市民に親しまれ、かつ、施設にふさわしい愛称とし、企業名又は商品（ブランド）名を含

んだ名称を付けることができます。 

イ　ネーミングライツ使用期間中の愛称変更は、原則としてできません。 

ウ　要綱第 4条各号に該当しないものとします。 

エ　今回募集する名称は、施設の愛称であることから、条例で定める施設の名称の改正は行い

ません。また、愛称が定着するまでの間、条例上の名称を併記することがあります。 

　(5) 愛称の表示 

ア　愛称の表示が可能なものは、施設敷地内の看板、案内板、印刷物（パンフレット、ポスタ

ー、チラシ等）、施設のホームページです。なお、新たに看板等の設置を希望する場合は、別

途協議の上、設置の可否を決定することとします。 

イ　施工の範囲、実施時期及び内容については、市及び関係機関と協議の上決定します。なお、

看板の大きさによっては、広島県屋外広告物条例（昭和 24年広島県条例第 72号）に基づく

申請が必要となる場合があります。その場合は、ネーミングライツパートナーは申請手続き

を行うとともに、ネーミングライツ料とは別に許可申請手数料を負担していただきます。 

ウ　市の発行する印刷物については、原則、新規作成物からの表示とします。 

エ　ネーミングライツパートナーが周辺の道路標識等における表示変更を希望する場合は、市
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と関係機関において設置の可否も含め検討します。 

(6) 愛称表示に伴う費用負担等 

ア　名称変更に伴う看板、案内板等の表示変更、新設及び維持管理並びに契約期間終了後の原

状回復は、ネーミングライツパートナーが施工することとし、それに要する費用は、ネーミ

ングライツ料とは別にネーミングライツパートナーの負担とします。 

イ　周辺の道路標識等の表示変更及び契約期間終了後の原状回復に要する費用は、ネーミング

ライツパートナーの負担とし、実施方法等については、別途協議の上決定します。 

(7) 三原市の行う業務 

ア　ネーミングライツパートナー及び愛称の決定について、市のホームページや広報誌等で公

表します。 

イ　市は、愛称の使用に努めるとともに、関係機関等の協力を得て、その愛称が印刷物、標識

等へ表示されるよう努力します。 

 

３　応募の手続 

(1) 申込書の受付 

ア　方法 

持参又は郵送により受け付けます。 

イ　期間 

令和 6 年 8月 1日(木)から令和 6年 9月 30 日(月)までとします。 

ただし、持参の場合の受付時間は、土・日及び祝日を除く、午前 8時 30 分から午後 5時 15

分までとし、郵送の場合は期間内必着とします。 

〒723-8601　三原市港町三丁目 5番 1号 

三原市教育委員会スポーツ振興課 

電話番号　0848-64-7219（直通） 

(2) 提出書類 

ア　三原運動公園ネーミングライツパートナー申込書（様式 1） 

イ　印鑑証明書（原本） 

ウ　登記事項証明書（商業登記簿謄本） 

エ　会社概要及び直近 3か年の財務諸表 

オ　役員名簿（様式 2） 

※暴力団排除のため、広島県警察本部に照会します。 

カ　三原市税の完納証明書（本市に納税義務のある場合のみ） 

キ　国に納付すべき消費税及び地方消費税の納税証明書 

ク　地域社会貢献活動の実施状況（様式 3） 

なお、提出された書類は、理由の有無にかかわらず一切返却できません。（イ、ウ、カ及び

キに掲げる書類は、申込書を提出する日の 3か月前の日以降に発行されたものを添付するこ

と。） 

(3) 募集要項等に関する質問 

ア　受付期間 

令和 6年 8月 1日(木)から令和 6年 8月 30 日(金)午後 5時までとします。 

イ　受付方法 
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「三原運動公園ネーミングライツ質問票」（様式 4）に必要事項を記入の上、ファクシミリ

又は電子メールで送付してください。 

この場合、送信の事前又は事後に電話連絡をお願いします。また、質問に対する回答は、

令和 6年 9月 3日(火)午後 5時までに、すべての質問者に電子メールで送付します。 

 

４　選定方法 

(1) 選定方法 

提出書類をもとに、応募資格の適正を確認し、要綱第 9条に規定する審査会（以下「審査会」

という。）において、応募資格及び愛称の適否を審査し、総合的に判断し、ネーミングライツパ

ートナー優先交渉権者を選定します。 

なお、応募が 1件の場合でも、審査会において審査を行います。 

　　　※　提出書類の内容確認のため、ヒアリングを実施することがあります。ヒアリング実施の

有無、日程については、令和 6年 10 月 3 日（水）に電子メールでお知らせします。 

(2) 選定基準 

次の選定基準に基づき審査し、総合的に判断して、ネーミングライツパートナー優先交渉権

者を選定します。　 

　　　　 

 

評価の基準（1） 

　　　最高応募金額を満点とし、それ以外の応募金額は最高応募金額との差を比較して点数を算出

します。　 

点数＝配点 50 点×（比較対象金額÷最高応募金額） 

　　　計算過程の端数処理はせず、得られた点数の小数点第三位を四捨五入する。 

　　評価の基準（2、3） 

 

 

 
選定基準 選定のポイント 配点

 

 ネーミング

ライツ料
１　ネーミングライツ料 50

 
愛称 ２　愛称の親しみやすさ、呼びやすさ、施設のイメージとあっているか 20

 企業の適

格性及び 

社会貢献

３　地域社会への貢献度 10

 
４　市内に本店、支店、営業所、工場等を有するか 20

 ５　たいへん良い とくに優れていると考えるレベル 配点×1.0

 ４　良い 通常のレベルに比べてより良いと考えるレベル 配点×0.75

 ３　普通 通常はこの程度やるべきであろうと考えるレベル 配点×0.5

 ２　悪い 通常のレベルに達していないと考えるレベル 配点×0.25

 １　たいへん悪い 通常のレベルに達していないばかりか、とくに問題であると考えるレベル 配点×0
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評価の基準（4） 

市内の事務所・事業所等の有無について、次により採点します。 

　　　　市内に本店等を有する場合　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　20点 

　　　　市内に支店、営業所、工場等を有する場合　　　                   10 点 

　　　　市内に上記のいずれも有しない場合　　                            0 点 

　　　　 

　(3) 選定結果の通知及び公表 

ネーミングライツパートナー優先交渉権者選定後、すべての応募者に文書で通知します。な

お、ネーミングライツパートナー優先交渉権者を、市ホームページ等で発表します。 

 

５　契約の締結及び解除 

(1) 契約の締結 

市は、ネーミングライツパートナー優先交渉権者と協議の上、契約条件について合意に至れ

ば、ネーミングライツパートナーとして契約を締結します。 

(2) 契約の解除等 

ネーミングライツパートナー優先交渉権者選定後に、本募集要項２の(1)の応募資格を欠く

と認められる事実が明らかになったとき、又は社会的信用を著しく損なうなどネーミングライ

ツパートナーとしてふさわしくないと認められるときは、選定の取消しや契約の解除をするこ

とがあります。その場合、契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパート

ナーの負担とします。 

 

６　スケジュール 

(1) ネーミングライツパートナー優先交渉権者決定　　令和 6年 10 月中旬 

(2) ネーミングライツパートナー契約締結　　　　　　令和 6年 10 月下旬 

(3) ネーミングライツ使用開始　　　　　　　　　　　令和 7年 4月１日 

　 

７　問い合わせ先及び提出先 

三原市教育委員会スポーツ振興課 

〒723－8601　三原市港町三丁目 5番 1号 

電話番号　　0848-64-7219　 

ＦＡＸ番号　0848-67-5912 

電子メールアドレス　sports@city.mihara.hiroshima.jp　


